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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

「安全は」私たちに取り最高の価値」と位置づけ、東北支店全従業員が強い意

志と主体性を発揮して、先制対処の安全管理と現場におけるルールの絶対遵守

の心を定着させ、下記の基本方策を妥協することなく、一人一人が安全に働く

ことのできる職場環境の実現に向けて取り組むことを宣言致します。

① 対話を重視した危険予知活動の展開と災害事例の教訓化を推進し、特に墜落転落災害、

転倒災害防止のための危険感受性向上を図ります。

② 施工計画時の危険ポイントに重点を置いたリスク低減と実作業における不具合発生時

の手順確認を徹底します。

③ 繰り返し型災害から従業員を守るため、「安全情報が伝わる仕組みの強化」と「ルー

ルを守る意識の醸成」を図ります。

④ 三大安全運動である「指さし呼称運動」「落ちないか運動」「高齢者・未熟練者見守

り声出し確認運動」は、明るく元気に目配り・思いやりを持って実践します。

⑤ 働く人の健康を守るため、メンタルヘルスと疾病予防の対策を強化します。


